
　■12月追加補正予算

（１）概要

（２）歳入歳出補正予算

一般会計12月追加補正予算の概要について

（令和7年度一般会計補正予算第8号）

　既定の一般会計歳入歳出予算の総額に6億6,706万2千円を追加し、補正後の歳入歳出予

算の総額を347億5,748万円にするものです。

　補正内容は、

となり、集約の結果、歳入と歳出に差額が生じるため、財政調整基金繰入金を620万円増

額することで収支を調整しています。

①電子地域通貨ポイント付与事業を実施するための補正

（次頁へ続く）

①　物価高騰の影響を受ける生活者支援のための補正

②　物価高対応子育て応援手当支給のための補正

■電子地域通貨ポイント付与事業＝5億2,104万1千円（商工課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
→みどり市電子地域通貨「みどモスPay」ポイントを付与することで消費を下支えし、
　食料品等の価格高騰の影響を強く受けている市民の生活を支援するため、増額補正
　するもの。

【対 象 者】市内に在住する全ての市民　※基準日:令和8年1月1日

【付与ﾎﾟｲﾝﾄ】一人当たり10,000ポイント（1万円分）

【付与方法】「みどモスPay使い切りカード」の配付
　　　　　　※次のいずれかの方法で利用ができます。
　　　　　　　①スマホアプリにポイントを移行して利用する。
　　　　　　　②受け取ったカードをそのまま加盟店舗で利用する。

【利用期間】[予定] 令和8年3月上旬～6月末

【利用可能店舗】236店舗（令和7年12月18日時点）

◇財源･･･物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金＝5億1,484万1千円（企画課)



②物価高対応子育て応援手当支給事業を実施するための補正

■物価高対応子育て応援手当支給事業＝1億4,602万1千円（子育て相談課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
→物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな
　成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当支給事業を実施するため増額
　補正するもの。

【対 象 者】0歳から高校生年代までの児童
　　　　　　※平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

【支給金額】児童一人当たり2万円

【支給時期】初回支給日：[予定] 令和8年1月下旬
　　　　　　以降、順次、支給決定を行った対象者に支給

◇財源･･･物価高対応子育て応援手当支給事業費国庫補助金＝1億4,200万円
　　　　 物価高対応子育て応援手当支給事務費国庫補助金＝402万1千円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て相談課）※補助率10/10

■繰越明許費補正（追加）

一般会計

3 2

7 1

（単位：千円）

款 項 事業名 金額

民 生 費 児 童 福 祉 費 物価高対応子育て応援手当支給事業 18,869

商 工 費 商 工 費 電子地域通貨ポイント付与事業 521,041


